
第2次対馬市総合計画を策定しました！（第4回）

問い合わせ しまづくり推進部　政策推進課　☎0920（53）6111

　平成27年度に策定した第2次対馬市総合計画。

　今回は“将来像2：地域経済が潤い続ける島”実現のための『なりわいづくり』の2回目、②『対馬産

品に高付加価値をつける』に係る具体的な施策内容や目標項目について紹介します。

　本年度より実施いたします各種の取組みに対し市民皆さんの参画・協力をよろしくお願いします。

※次回は、引き続き、将来像２：『地域経済が潤い続ける島』を実現するための“なりわいづくり”（観

　光客誘致や観光客受入体制整備、創業の支援）に係る具体的な取組み内容について、お知らせします。

※１　地域の活性化を応援する店の総称。地域の観光パンフレットを置いたり、特産物の販売や食材と

して使うなど、自治体等が登録し、地域の魅力発信に貢献しているお店

※２　低廉化：価格が安くなっていくこと

２．『対馬産品に高付加価値をつける』実現のための具体的な施策内容

【取組１】

島内での供給シ

ステムの構築

◎供給システムの構築に向けた連携体制の強化

（生産者側と供給者側、水産物取扱店舗と漁協

間、異業種関等の連携）

◎生産物配送センターの設置に向けた検討

◎対馬産農林水産物の島内消費の推進に向けた普

及啓発

●島内の農林水産物取扱飲食

　店数

　  5年後：60ヶ所

　10年後：80ヶ所

　 （現在：44ヶ所）　

【取組２】

新規参入事業者

の誘致と既存事

業者への支援に

よる商工業の活

性化

◎空き店舗や創業等支援事業を活用した、新規の

商工業参入事業者の誘致・支援

◎商店街のにぎわいを創出するための既存事業者

への支援

◎対馬産品の島内供給システムの確立

◎買い物支援の推進

●企業誘致数

  5年後：5件

10年後：8件

【取組３】

島外での販売に

向けた推進体制

の強化

◎流通や宣伝の専門人材の育成と確保

◎対馬市推奨品の拡充や特産品の開発支援による

対馬産品の魅力化

◎島外のサポートショップ（※1）の店舗数拡大

◎島外への広報・宣伝活動の強化

◎農林物・木材加工品及び鮮魚・活魚の輸送費の

低廉化（※2）

◎異業種間の輸送連携の検討

●島外のサポートショップの

　店舗数

　  5年後：40ヶ所

　10年後：50ヶ所

　 （現在：26ヶ所）

取組み項目 具体的な取組みの内容 10年後の目標項目
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政策推進課からのお知らせ



未来創生課からのお知らせ

ふるさと納税返礼品（特産品）を募集します

　対馬市では、ふるさと納税制度による対馬市への寄附促進と地元特産品等のPR・販売促進及び地元

産業の活性化などの相乗効果を図るため、寄附者に対し、お礼の品として返礼する商品を提供いただけ

る事業者を募集します。

○募集期間　平成28年8月29日（月）まで

○応募方法　応募書類に必要事項を記入し未来創生課まで提出してください。

※応募書類については対馬市ホームページまたは、下記までお問い合わせください。

対馬市総合計画等審議会公募委員を募集します

問い合わせ しまづくり推進部　政策推進課　☎0920（53）6111

　対馬市では、平成27年度にまちづくりの基本となる第2次対馬市総合計画を策定しました。計画を推

進するにあたり、計画の進捗状況等を評価するため総合計画等審議会を設置しますので、下記のとおり

市民公募委員を募集します。まちづくりに興味のある方々のご応募をお待ちしております。

○募集人数　2人

○応募資格　対馬に住所を有し、平日昼間の会議に出席可能な20歳以上の方

○任　　期　選任の日から平成31年3月31日まで

○会　　議　１年に1～2回開催予定（報酬及び交通費支給）

○応募期限　平成28年8月31日（水）必着

○応募方法　公募委員申込書に必要事項を記入のうえ、下記の申込先に提出（郵送・FAX・メールも可）

※申込書は、下記問い合わせ先で交付します（ホームページにも掲載しています）。

○申 込 先　〒817-8510　対馬市厳原町国分1441　しまづくり推進部　政策推進課　

　　　　　　☎0920（53）6111　FAX 0920（53）6112

　　　　　　E-mail：seisakukikaku@city.nagasaki-tsushima.lg.jp

「対馬市創業準備セミナー」を開催します

問い合わせ しまづくり推進部　未来創生課　☎0920（53）6111

○対　　象　新事業に取り組む意欲の高い方（極力3回とも参加できる方）

○概　　要　講義（起業に向けた基礎知識）やディスカッション（自分の持つアイデアのブラッシュア

　　　　　　ップ）などを3回に分けて、実施します。

○定　　員　30名程度

○開催日時　第1回……  9月10日（土）10：00～17：00

　　　　　　第2回……10月22日（土）10：00～17：00

　　　　　　第3回……11月12日（土）10：00～17：00

○開催場所　対馬市交流センター3階　第5・6会議室

※詳細については対馬市ホームページまたは、下記までお問い合わせください。
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「ツマアカ女王蜂駆除大作戦」にご協力いただきありがとうございました！

 大作戦の期間中（4月中旬から5月下旬まで）、推定で約2,400個
（90地区）の簡易トラップを設置していただきました。
　その結果、推定で約12,000匹の女王蜂を捕獲することができま
した。
　多大なるご協力、誠にありがとうございました。

　　　ツマアカスズメバチの巣の発見等にご協力をお願いいたします！

　夏以降は巣が発生していくことが予想されます。巣は在来のスズメバチより大きく、樹木の高い位置
にできます（写真参照）。
　下島にも分布が拡大していると考えられ、新女王蜂が飛翔する前にできるだけ多くの巣を駆除する必
要があります。巣を発見された場合は、以下までご連絡をお願いいたします。
　また、夏以降も調査のため環境省【請負者：（一財）自然環境研究センター】が簡易トラップを設置す
る予定です。
　引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

問い合わせ 観光交流商工部　文化交流・自然共生課　　☎0920（53）6111
環境省　対馬自然保護官事務所厳原事務室　☎0920（57）0101

問い合わせ 観光交流商工部　文化交流・自然共生課　　☎0920（53）6111

引き続き

ノラネコに困っていませんか？～やめよう、無責任な餌付け～

　一度餌付けしたノラネコはどんどん増えて、人にも動物にも、様々な被害が生じます。
　例えば・・・
・近隣住宅での糞尿被害の発生
・人獣共通感染症の懸念
・ネコ同士の感染症の蔓延　など

　ノラネコ自身も、病気やケガ・交通事故に遭うなど不幸です。
　結果的に、かわいそうなネコを増やしてしまうだけです。
※対馬市では、ネコ適正飼養条例を遵守する地域を対象として、
　ノラネコ不妊化事業を実施しています。
　詳細は、下記までお問い合わせください。
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文化交流・自然共生課からのお知らせ



問い合わせ 観光交流商工部　文化交流・自然共生課「対馬の歴史講座」係まで　☎0920（53）6111

対馬の歴史を学んでみませんか？
　　～対馬の歴史講座生を募集します!～

開催日 講　義　内　容 講　　師（敬称略）

開講式～「朝鮮通信使関係記録のユネスコ記憶遺産登録申請」

対馬の仏像とシルクロード－頭巾を被ったお地蔵さんの足跡－

倭館から妻への手紙

対馬の昆虫の特異性

賀島怒軒没後320年

9月29日

10月6日

10月13日

10月19日

10月27日

町田 一仁（下関市立歴史博物館長）

大澤 信（美術史論文賞受賞者）

永留 史彦（芳洲会事務局長）

境 良朗（文化財保護審議会委員）

小松 勝助（芳洲会副会長）

　大陸文化の窓口として、固有の文化遺産を育んできた対馬！その歴史を学び、輪を広げ、対馬の未来
へとつないでいきましょう。
○開 講 日　平成28年9月29日（木）19：30～
○開催日時　毎週木曜日　19：30～21：00　　
○開催場所　対馬市交流センター3階　大会議室
○募集期間　平成28年8月20日（土）～9月27日（火）
　　　　　　（途中1回だけの受講も可能です）
○主　　催　対馬市・朝鮮通信使対馬顕彰事業会
○主　　管　対馬芳洲会　 

問い合わせ 観光交流商工部　文化交流・自然共生課　　☎0920（53）6111

楽しい韓国語講座　受講生を募集します

　外国語を学習するのって楽しいですよね？
　中でも日本人にとって韓国語は一番勉強しやすい外国語なのです！なぜかって？…それは講座を受け
てみてのお楽しみ！
　最初から始める方のための「入門コース」ちょっと勉強した方のための「初級コース」で9月から再
スタートします。
《厳原会場》
○申込方法　下記の問い合わせ先に電話で申込み

○申込期限　平成28年8月31日（水）17：00まで

○場　　所　対馬市交流センター3階　大会議室

○料　　金　無料

申　琇閔
シン          ス ミ ン

（対馬市国際交流員）

〈講師〉 先生

・日時　9月6日～（毎週火曜日／10回）
　　　　朝の部　10：00～11：30
　　　　夜の部　19：30～21：00
・内容　韓国語の文字、簡単な挨拶と会話
　　　　の練習

・日時　9月7日～（毎週水曜日／10回）
　　　　朝の部　10：00～11：30
　　　　夜の部　19：30～21：00
・内容　日常会話の練習

初級コース（ハングルの読み書きが出来る方）入門コース（初めての方）
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地域包括・医療対策課からのお知らせ

「対馬救急医療研究会」を開催します

問い合わせ 健康づくり推進部　地域包括・医療対策課　☎0920（52）4828

　9月9日は「救急の日」です。また、9月6日～12日までの１週間を「救急医療週間」として、全国各
地において救急に関するさまざまな行事が実施されています。
　対馬でもこの行事の一環として「対馬救急医療研究会」を開催します。
　入場無料ですので、皆様お誘いあわせの上、お気軽にご参加ください。
○テーマ　「災害時の救急医療を考える」
　　　　　　～熊本地震の支援活動をとおして～
○日　時　平成28年9月10日(土)　14：00～16：00
○場　所　対馬市交流センター
○内　容　活動報告（消防・医療・保健行政機関）
　　　　　全体討論
○主　催　対馬市医師会・対馬市・長崎県対馬保健所
○協　力　長崎県対馬病院・長崎県上対馬病院　

文化交流・自然共生課からのお知らせ

外国人との接し方 ～外国人観光客のおもてなしin対馬～

問い合わせ 観光交流商工部　文化交流・自然共生課　　☎0920（53）6111

　多文化共生や災害時外国人支援などの研修講師として全国各地で多数の講演を行っている志渡澤先生
を京都からお招きし、近年増加傾向にある韓国人観光客のおもてなしについてのセミナーを行います。
　明るくユーモアたっぷりの志渡澤先生とざっくばらんに対馬市での外国人観光客のおもてなしについ
て話してみませんか？
　皆様のご参加をお待ちしております！
○開 催 日　平成28年9月7日（水） 13：00～15：00
　　　　　　13：00～13：50　外国人観光客のおもてなしについて
　　　　　　13：50～14：00　休憩
　　　　　　14：00～15：00　外国人観光客増客に向けて（ワークショップ＆意見交換会）　
○会　　場　対馬市交流センター3階　第1・第2会議室
○講　　師　NPO多文化共生マネージャー全国協議会　監事　志渡澤 祥宏氏
○申込方法　氏名・連絡先を電話【☎0920（53）6111】でお申込みください。
○申 込 先　観光交流商工部　文化交流・自然共生課
○定　　員　30名
○締　　切　平成28年9月5日（月）
○主　　催　（公財）長崎県国際交流協会
○後　　援　対馬市

し と ざ わ  よしひろ
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第6次朝鮮通信使ウォークに参加しませんか？

　「21世紀の朝鮮通信使　友情ウォークの会」が主催する朝鮮通信使のたどった道、ソウル～東京を歩
く「朝鮮通信使ウォーク」が来年4月1日～5月22日に実施されます。もちろん対馬も通ります。この
ウォークへの参加者を募集しています。約50人による団体となり、途中の自治体から歓迎を受けなが
ら、史跡巡り、交流を図りながら歩き続けます。1日約1万円の費用がかかりますが、自分の都合によ
り一部の区間だけでも参加可能です。
○申込期限　平成28年9月9日まで　　※詳細については、下記までお問い合わせください。



税務課からのお知らせ

問い合わせ 市民生活部　税務課　☎0920（53）6111
　

不動産公売を行います

※物件の詳しい内容は、下記までお問い合せください。
　または、公売公告後、対馬市ホームページでも閲覧できますので
　ご利用ください。

○期間入札　平成28年9月12日（月）～15日（木）9：00～17：00（ただし最終日は15：00まで）

○開札期日　平成28年9月15日（木）15：10～　

○入札及び開札場所　対馬市役所税務課（厳原町国分）

○代金納付期限　9月21日（水）14:30

　★入札にあたっての注意点★

１．公売財産の明細書及び公売公
告は対馬市税務課に備え付け
てあります。あらかじめ関係
資料を必ず確認し、関係公募
等を閲覧するほか、十分な調
査を行ったうえで入札してく
ださい。

２．入札日には、次のものが必要と
なりますので、お持ちください。
(1)公売保証金
(2)印鑑：代理人が入札する
場合は代理人の印鑑、法
人の代表者が入札する場
合は代表者印

(3)代理人が入札する場合は、
委任状

(4)共同入札をする場合は、
共同入札代表者の届出書

(5)法人の代表権限を証する
書面（商業登記簿謄本等）

３．公売公告後、公売を中止する
ことがありますので、入札前
に必ずご確認ください。

４．公売に参加される際は、対馬
市ホームページに掲載してい
る「対馬市不動産公売入札の
手引き」をよくお読みいただ
き、同意していただくことが
必要です。

５．日本国籍を持たない個人及び
日本国内に本店を持たない法
人は、入札参加できません。

売却区分番号：H27（F）010

○上県町佐護439番地1

○作業場・居宅・倉庫

○鉄骨造スレート葺2階建

　　　最低公売価額：497万円

　　　公売保証金額： 50万円

売却区分番号：H27（F）011

○美津島町箕形23番1

○山林（合計22,418㎡）

　　　最低公売価額：26万円

　　　公売保証金額：  3万円

売却区分番号：H26（F）005

○上県町佐須奈甲1563番2他

○雑種地（合計2,543㎡）

　　　最低公売価額：198万円

　　　公売保証金額： 20万円

価格改定

価格改定

価格改定

★公売予定物件　全3件（物件の公売中止・変更の可能性もあります）
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市民課からのお知らせ

※個人番号カードイメージ

表面

裏面

■マイナンバー（個人番号）カードについて
〈カード申請状況について〉
・現在、対馬市では約2,500名の方に「マイナンバーカード」の申請をいただいております。
　「マイナンバーカード」の申請は当面の間「無料」となっております。（写真代は自己負担）この機
会に、希望される方は申請ください（申請は義務ではありません）。
〈カード交付について〉
・随時、受け取りの案内文書を発送しておりますので、お早めにお受け取りください。なお、受け取り
期日を過ぎましてもお受け取りは可能ですので、市役所市民課までお尋ねください。
・「マイナンバーカード」交付の受付時間は平日の8：45～17：30までとなっておりますが、時間外や
土日の対応も可能ですので、事前にご相談ください。
〈カード申請について〉
・「マイナンバーカード」の申請につきましては、昨年の11月に郵送
しております「通知カード」に同封の申請書をご利用ください
（引っ越しによる住所変更、氏名の変更があった場合で、お手持ち
の申請書に記載されている住所・氏名が実際のものと異なる場合は
ご利用できませんので、最寄りの市役所にて新しい申請書をお受け
取りください）。
・現在、申請からお渡しするまで約１か月を要しております。申請後、
まだ受け取りの案内が届いていない方につきましては、もうしばら
くお待ちください。

■「通知カード」について
〈受取りがお済みでない方〉
・対馬市におきましては昨年の11月頃に、世帯主宛で住民票上の世帯
全員分の「通知カード」を簡易書留で郵送しております。まだお受
け取りがお済みでない方につきましては、市役所市民課・各振興部
住民生活課・各行政サービスセンターでお預かりしている場合があ
りますので、お尋ねの上お受け取りをお願いいたします。
　　なお、お受け取りの際には本人確認書類（運転免許証など）が必
要となります。同一世帯でない方が受取る場合は委任状や本人と代
理人の本人確認書類などが必要となりますのでご注意ください。
〈通知カードを紛失された方〉
・「通知カード」を紛失された場合は、再発行（１枚500円）も可能
ですので市役所市民課・各振興部住民生活課・各行政サービスセン
ターにお尋ねください（申請から再発行まで約１か月程度かかりま
すのでご注意ください）。
　　なお、ご希望があれば住民票にマイナンバーを記載することも出
来ますので、緊急にマイナンバーの確認が必要な場合はご利用くだ
さい（住民票上の同一世帯の方以外が請求する場合は委任状等が必
要で、後日ご本人に郵送するため即日交付はできません）。

　マイナンバーカードの申請をされた方については、順次、
受け取りのご案内を発送しております。
　お受け取りがお済みでない方はお早めにお受け取りくだ
さい。

マイナンバーのお知らせ（第7回）■既にマイナンバーカードをお持ちの方へ
・既にマイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転出・転居・婚姻などの届け出の際に、必ずカード
を提示してください。
　新住所・新氏名に書き換える必要があります。
　また、転入時は90日以内に「継続利用」の届出が必要です。
　「継続利用」の処理がされていないと、カードに新住所の記載ができず身分証明としてご利用いただ
けなかったり、電子証明書の利用ができなくなりますのでご注意ください。

■外国人住民の方のマイナンバーカードについて
・外国人住民の方の「マイナンバーカード」の有効期限は、カード申請時の在留期間（在留カードの有
効期間）と同日になっています。このため、在留期間の更新手続きをされた方は「マイナンバーカー
ド」の有効期限の更新も別途必要となりますので、マイナンバーカード・在留カード・パスポートを
持参の上、市役所市民課・各振興部住民生活課・各行政サービスセンターで手続きください（在留期
間の更新手続きがお済みでない方はマイナンバーカードの期限更新手続きはできませんのでご注意く
ださい）。

■マイナンバーカードを紛失した場合
・「マイナンバーカード」を紛失した場合には、下記のフリーダイヤルへご連絡の上、電子証明書等の
機能の一時停止を行ってください。併せて、市役所市民課・各振興部住民生活課・各行政サービスセ
ンターで紛失等の届け出を行ってください。

・マイナンバーカード紛失時の再発行には手数料800円が必要となります。
・署名用電子証明書については、住所・氏名の変更等があった場合には、自動で失効されますので、ご
希望の場合は、再度交付申請を行ってください（電子証明については、カード紛失にともなう場合を
除いて、平成29年３月末まで再発行は無料となっております。ただし、カード紛失時には再発行手
数料200円が必要となりますのでご注意ください）。
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教育委員会からのお知らせ

越高遺跡発掘調査にご協力お願いします

問い合わせ 教育委員会　文化財課　☎0920（54）2341

　対馬市教育委員会は熊本大学と共同で昨年度から市内の縄文時代の遺跡を発掘調査しています。今年
度は昨年度に引き続き、上県町越高58番にある越高遺跡を調査します。遺跡は、性格や範囲など判明
していないことも多く、この調査で明らかにしたいと考えています。調査期間中の見学は自由ですの
で、ぜひお越しください（ただし、安全と遺跡保護のため調査区内には無断で入らないようにしてくだ
さい）。
○遺跡の時代　縄文時代早期末（7,000年前）～前期（5,500年前）
○調 査 期 間　平成28年9月10日（土）～9月23日（金）
○調 査 組 織　対馬市教育委員会文化財課・熊本大学文学部考古学研究室
○調 査 内 容　測量・発掘

■マイナンバー（個人番号）カードについて
〈カード申請状況について〉
・現在、対馬市では約2,500名の方に「マイナンバーカード」の申請をいただいております。
　「マイナンバーカード」の申請は当面の間「無料」となっております。（写真代は自己負担）この機
会に、希望される方は申請ください（申請は義務ではありません）。
〈カード交付について〉
・随時、受け取りの案内文書を発送しておりますので、お早めにお受け取りください。なお、受け取り
期日を過ぎましてもお受け取りは可能ですので、市役所市民課までお尋ねください。
・「マイナンバーカード」交付の受付時間は平日の8：45～17：30までとなっておりますが、時間外や
土日の対応も可能ですので、事前にご相談ください。
〈カード申請について〉
・「マイナンバーカード」の申請につきましては、昨年の11月に郵送
しております「通知カード」に同封の申請書をご利用ください
（引っ越しによる住所変更、氏名の変更があった場合で、お手持ち
の申請書に記載されている住所・氏名が実際のものと異なる場合は
ご利用できませんので、最寄りの市役所にて新しい申請書をお受け
取りください）。
・現在、申請からお渡しするまで約１か月を要しております。申請後、
まだ受け取りの案内が届いていない方につきましては、もうしばら
くお待ちください。

■「通知カード」について
〈受取りがお済みでない方〉
・対馬市におきましては昨年の11月頃に、世帯主宛で住民票上の世帯
全員分の「通知カード」を簡易書留で郵送しております。まだお受
け取りがお済みでない方につきましては、市役所市民課・各振興部
住民生活課・各行政サービスセンターでお預かりしている場合があ
りますので、お尋ねの上お受け取りをお願いいたします。
　　なお、お受け取りの際には本人確認書類（運転免許証など）が必
要となります。同一世帯でない方が受取る場合は委任状や本人と代
理人の本人確認書類などが必要となりますのでご注意ください。
〈通知カードを紛失された方〉
・「通知カード」を紛失された場合は、再発行（１枚500円）も可能
ですので市役所市民課・各振興部住民生活課・各行政サービスセン
ターにお尋ねください（申請から再発行まで約１か月程度かかりま
すのでご注意ください）。
　　なお、ご希望があれば住民票にマイナンバーを記載することも出
来ますので、緊急にマイナンバーの確認が必要な場合はご利用くだ
さい（住民票上の同一世帯の方以外が請求する場合は委任状等が必
要で、後日ご本人に郵送するため即日交付はできません）。

問い合わせ 市民生活部　市民課　　　　　　　☎0920（53）6111
マイナンバー総合フリーダイヤル　☎0120（95）0178（無料）
　

マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）　　0120-95-0178
マイナンバーカードコールセンター（有料）　0570-783-578
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（繋がらない場合は、050-3818-1250）

■既にマイナンバーカードをお持ちの方へ
・既にマイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転出・転居・婚姻などの届け出の際に、必ずカード
を提示してください。
　新住所・新氏名に書き換える必要があります。
　また、転入時は90日以内に「継続利用」の届出が必要です。
　「継続利用」の処理がされていないと、カードに新住所の記載ができず身分証明としてご利用いただ
けなかったり、電子証明書の利用ができなくなりますのでご注意ください。

■外国人住民の方のマイナンバーカードについて
・外国人住民の方の「マイナンバーカード」の有効期限は、カード申請時の在留期間（在留カードの有
効期間）と同日になっています。このため、在留期間の更新手続きをされた方は「マイナンバーカー
ド」の有効期限の更新も別途必要となりますので、マイナンバーカード・在留カード・パスポートを
持参の上、市役所市民課・各振興部住民生活課・各行政サービスセンターで手続きください（在留期
間の更新手続きがお済みでない方はマイナンバーカードの期限更新手続きはできませんのでご注意く
ださい）。

■マイナンバーカードを紛失した場合
・「マイナンバーカード」を紛失した場合には、下記のフリーダイヤルへご連絡の上、電子証明書等の
機能の一時停止を行ってください。併せて、市役所市民課・各振興部住民生活課・各行政サービスセ
ンターで紛失等の届け出を行ってください。

・マイナンバーカード紛失時の再発行には手数料800円が必要となります。
・署名用電子証明書については、住所・氏名の変更等があった場合には、自動で失効されますので、ご
希望の場合は、再度交付申請を行ってください（電子証明については、カード紛失にともなう場合を
除いて、平成29年３月末まで再発行は無料となっております。ただし、カード紛失時には再発行手
数料200円が必要となりますのでご注意ください）。
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健康増進課からのお知らせ

年に１回は健診を受けましょう!!（集団型健診のご案内）

問い合わせ

健康づくり推進部　健康増進課　☎0920（52）4888　～厳原・美津島（根緒～大山）～
　　　　　中地区保健センター　☎0920（58）1116　～美津島・豊玉・峰・鹿見・久原・女連～
　　　　　北福祉保健センター　☎0920（84）2313　～上対馬・上県～

　今年度から、国保の30代の方は若者健診がワンコイン（500円）で受けられるようになりました。
　今回の集団型健診のほか、都合のよい日に受けることのできる個別型健診（病院での健診）もありま
すので、いずれかをご利用ください。【個別型健診予約は健診コールセンター☎0920（58）2121ま
で】ただし、今年度、すでに個別型健診を受けられた方は、集団型健診は受けられません。

7：00～  8：00

 9：30～11：00

7：00～  8：00

 9：30～11：00

7：00～  8：30

10：00～11：30

7：00～10：30

7：00～10：30

上県町ふれあいプラザ

上県町地域福祉センター

琴住民センター

上対馬町地域福祉センター

仁田コミュニティーセンター

峰地区公民館

豊玉町保健センター

中対馬開発センター

日　　程 受付時間 実 施 場 所

10月21日 金

10月22日 土

10月23日 日

10月24日 月

10月25日 火

10月26日 水
7：00～  8：00

 9：30～11：00

7：00～10：30

 7：00～  8：15

9：30～10：00

 7：30～  8：00

9：30～10：30

7：00～  8：15

9：30～10：30

小船越コミュニティーセンター

美津島文化会館

美津島文化会館

豆酘小学校体育館

久根保健福祉館

阿連小学校体育館

金田小学校体育館

ありあけ会館

対馬市役所

日　　程 受付時間 実 施 場 所

10月28日 金

10月27日 木

10月29日 土

10月30日 日

ヘルシーちゃん

　　　　項　　　　目

特定健診　（※1）

後期高齢者健診

若者健診

胃がん検診　（※2）

肺がん（結核）検診

大腸がん検診

腹部超音波（エコー）検査

骨密度検査

　　　　　　　　対象者　（年度末年齢）

40～74歳の国保の方

75歳以上の方

30～39歳の国保の方

40歳以上の市民（事業所健診にない場合のみ）

40歳以上の市民（事業所健診にない場合のみ）

40歳以上の市民（事業所健診にない場合のみ）

若者健診・特定健診・後期高齢者健診を受診した方

若者健診・特定健診・後期高齢者健診を受診した方

 料　  金

  無　料

  無　料

  500円

1,000円

  300円

  500円

  無　料

  無　料

※1.　契約により社保の方も受診できます。自己負担はそれぞれ異なります。受診券を持参ください。
※2.　胃透視検査（バリウム）ですので、胃カメラを希望の方は、特定健診等も含め、個別型健診（病院で
　　　の健診）をお申し込みください。
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日本脳炎の予防接種はお済みですか？

問い合わせ 健康づくり推進部　健康増進課　☎0920（52）4888
　

　日本脳炎の予防接種は平成17年度～平成21年度まで接種を控えていましたが、平成22年度から接種
のお勧めを再開しています。

　日本脳炎は合計４回の接種が必要です。母子健康手帳を確認して４回お済みでない方は、対象となる
期間に接種してください。対象期間であれば接種費用は無料です。
○特例措置対象者
１．平成8年4月2日～平成19年4月1日生まれの方は20歳未満まで残りの回数を接種できます。
２．小学3年生（平成19年4月2日～平成20年4月1日生まれ）で、1期の接種（3回）がお済みでな
い方は、2期の対象となる9歳～12歳の間に残りの回数を接種できます。

※実施医療機関や接種時期等に関しては下記にお問い合わせください。

接種回数 接種間隔

1回目
初回

1回目

追加

1期

2期

ー

1期初回1回目から6～28日

1期初回2回目から1年後

1期追加から5年後

標準的な接種年齢

3歳

4歳

9歳

対象者

生後6月～

　　生後90月

9歳～13歳未満

○対象者と接種回数・間隔

　平成28年9月1日現在で調製する対馬海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の登録について、下記の事

項のいずれかに該当する方は、もれなく申請書を提出しましょう。

※この申請書に基づいて選挙人名簿を作成しますので、申請がなかった場合、たとえ選挙権があっても

投票することができませんのでご注意ください。

○選挙権を有するものの範囲
①対馬市内に住所または事業場を有するものであって、1年に90日以上、漁船を使用する漁業を営み

または漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕もしくは養殖に従事するもの

②知事の権限によって上記該当者の範囲を拡張せられたもの

③海区漁業調整委員会の委員または漁業協同組合、もしくは漁業協同組合連合会の役員であってその

委員またはその役員に就任後上記①②に該当しなくなったため選挙権を失ったもの

○申請書の提出先
　対馬市選挙管理委員会、対馬市各振興部地域振興課及び対馬市各行政サービスセンター

　※各地区区長及び漁協の各支所で受け付けている地区もあります。

　申請書は、各漁協の窓口に備え付けるか、各地区の回覧等で配布することとしていますが、お手元

に届かなかったときは、対馬市選挙管理委員会、対馬市各振興部地域振興課及び対馬市各行政サービ

スセンターに備え付けていますので、早めにご連絡ください。

対馬海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の登録申請は
平成28年9月5日（月）までに

選挙管理委員会からのお知らせ

問い合わせ 選挙管理委員会　☎0920（53）6111　
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問い合わせ 湯多里ランドつしま　　　　　　☎0920（54）3386
健康づくり推進部　健康増進課　☎0920（52）4888

健康増進課からのお知らせ

　「健康であること」が語源のフィットネス。イキイキと生活することを目指すうえで「健康の維持・
増進を目的とした運動」は欠かせないものですね。対馬市では、市民の皆様の健康づくりのサポートに、
健康教室を開催いたします。今年度は温水プールを利用した【水中フィットネス】に加え、新たに3種
目の【室内フィットネス】もご用意しました。この機会に、あなたもぜひ健康づくりにチャレンジして
みましょう！
○開催時期　平成28年10月・11月の2ヵ月間
○内　　容　水中フィットネス（ウォーキング～リズムアクア）・トレーニングマシーンを使った筋　

力トレーニング、音楽に合わせたバーベルトレーニング「シェイプヒート」・バランス
ボール・ストレッチなど
※水中フィットネスのみ、室内フィットネスのみ、また両方の組み合わせも可能です。
朝10：30～11：30　※左記の時間帯で曜日毎に（火曜日を除く）レッスン内容が変わります。
昼14：00～15：00　※月毎のスケジュールからお好きな時間を選んで参加頂けます。月8回まで。
夜19：00～20：00　※各レッスン毎に定員がありますので、事前予約が必要です。

○募集人員　30名（先着順）
○場　　所　湯多里ランドつしま（美津島町雞知）
○対　　象　8月1日現在で湯多里ランドつしまプール会員でない市内在住30歳以上の男女
　　　　　　（健康状態などにより、ご希望に添えない場合もございます）
○講　　師　湯多里ランドつしま所属インストラクター
○参 加 料　無料　※保険料（1,500円程度）は自己負担
○申込締切　平成28年9月15日（木）（定員になり次第〆切らせていただきます）
　　　　　　※申込書及び問診票を記入・提出頂き、後日受講決定のご連絡をさせて頂きます。
○そ の 他　・送迎バスはございませんので、ご留意ください。
　　　　　　・データ作成のため身体測定及び受講後のアンケート等にご協力いただきます。
　　　　　　　（個人が特定されるようなことはありません）
　　　　　　・レッスンスケジュールは、多少の変更及び参加人数に合わせて調整させて頂く場合があ

ります。
○申 込 み　湯多里ランドつしま　☎0920（54）3386（毎週火曜日定休日）

対馬市『フィットネス講座』2016
～楽しく体を動かして運動習慣を身につけよう!!～

8月1日付　異動

氏　　名 新　配　置

安藤 和幸 福祉保険部　福祉課
副参事兼係長

小宮 憲司 健康づくり推進部　南福祉保健センター
主任

東川 貴彦 健康づくり推進部　北福祉保健センター　
仁田診療所　主任

対馬市人事異動

2016. 8 18



環境政策課からのお知らせ

不法投棄は法律で禁止されています

問い合わせ 市民生活部　環境政策課　☎0920（53）6111

　6月14日（火）～6月16日（木）にかけて対馬保健所・対馬市・対馬振興局・対馬南警察署、北警察
署・対馬海上保安部合同で、対馬市不法投棄監視合同パトロールを行いました。空き缶などのポイ捨て
や、テレビ・冷蔵庫などの家電製品等の不法投棄が数多く見られました。不法投棄は法律で禁止されて
いる行為です。投棄者は「５年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又はその両方」に処される可能性が
あります。対馬の美しい自然を守り、未来の子ども達に残していけるよう、ごみのポイ捨てや不法投棄
は絶対に止めましょう。

野焼きは法律で禁止されています

　野焼きをすることは、一部例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されております。
違反者には「5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又はその両方」が課せられます。
　自宅や畑で焼くことはもちろん、十分な設備を持たない簡易焼却炉・ドラム缶・ブロック積み焼却炉
等で焼却することも「野焼き」とみなされます。また例外とされている軽微な焼却（落ち葉・畑の草・
庭内の枝などの自然物を少量焼却等）につきましても、周辺の方々に「悪臭がする」・「目がしみる」・
「喉が痛い」・「火の粉が飛んで危ない」などの被害を及ぼすことは禁止されております。
　「野焼き」はダイオキシンの発生源となり環境汚染の原因にもなりますので、十分に理解していただ
き、環境に優しい町づくりにご協力くださいますようお願いいたします。

開会式の様子 投棄されたごみ

福祉課からのお知らせ

こどもの医療費助成の支給対象が拡大されました

問い合わせ 福祉事務所　福祉課　☎0920（58）2294　

　○支給対象者　小学生から中学生まで
　○支給対象月　平成28年4月診療分から

※現在、支給については準備中です。医療機関・薬局を受診した際の領収書は、払い戻しの対象となり

ますので大切に保管してください。詳しくは、下記までお問い合わせください。
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○対　象　対馬市内在住であればどなたでも
○受講料　受講料は無料です。
　　　　　但し、材料費・教材費は受講者負担となります。
※応募者多数の場合は抽選により決定いたします。

「学びの秋」新しいことにチャレンジしてみませんか？
秋開催の公民館講座受講生を募集します

平成28年度  対馬市各地区公民館講座  募集一覧表

厳原地区公民館　☎0920（52）0363
美津島地区公民館　☎0920（54）4044
豊玉地区公民館　☎0920（58）0062

峰 地 区 公 民 館　☎0920（83）0151
上県地区公民館　☎0920（84）2576
上対馬地区公民館　☎0920（86）3052

地区

厳　
　
　

原

美津島地区公民館

対馬市交流センター

豊玉地区公民館

家具製作所キイロ

上対馬総合センター

豊玉地区公民館

峰地区公民館

8月31日

8月31日

8月26日

8月26日

11月23日

8月30日

9月9日

8月26日

9月9日

9月2日

9月～10月
（木曜日）

9月13日～10月25日
（火曜日）

9月8日～10月21日
（第2・第4木曜日）

9月10日～
（毎週土曜日）

9月15日～
（毎週木曜日）

9月～10日
（毎週水曜日）

9月中旬～
（土曜日）

12月予定

9月～11月
（水曜日）

9月23日～
（隔週金曜日）

10月6日～
（木曜日）

9月28日～
（水曜日）

9月16日～
（隔週金曜日）

10月15日～
（毎週土曜日）

9月1日～
（毎週木曜日）

峰

美
津
島

豊　

玉

上　

対　

馬

講 座 名 講 師 名 回数 開催予定期間 予定開催時間 開催場所 申込期限 定員

問い合わせ

フラワーアレンジ・生け花講座

着付け講座

アクセサリ－作り講座

エコクラフト講座

健康体操講座

木工講座

味噌作り講座

郷土料理講座

洋裁講座（秋）

筆文字＆小物作り講座

ヨガ講座

郷土料理講座

手話講座

洋菓子講座

英会話講座

19：00～21：00

19：00～21：00

10：00～12：00

9：30～11：30

19：30～21：30

19：00～21：00

13：00～16：00

13：00～16：00

13：30～15：30

19：30～21：00

10：00～12：00

9：30～12：00

19：30～21：00

13：00～16：00

19：00～21：00

修行 恵子

武田 明子

武末 聖子

安藤 さゆり

平間 静穂

阿比留 恭二

阿比留 松栄

阿比留 松栄

桐谷 キヨ子

押田 美紀

中田 彩

小嶋 多鶴子

島居 安子

佐藤 慶子

ジョセフ・サルミンゴ

10名

10名

15名

15名

20名

  5名

10名

10名

10名

10名

15名

10名

10名

12名

20名

7

7

4

6

6

5

3

3

7

6

7

5

6

5

10

教育委員会からのお知らせ

2016. 8 20

（対馬市ALT）



各課からのお知らせ

「対馬市パークゴルフ場」指定管理者を募集します

問い合わせ 教育委員会　美津島地区生涯学習センター　☎0920（54）4044

　対馬市では「対馬市パークゴルフ場」の指定管理者となって施設の管理運営をしていただける法人・
その他の団体を募集しています。
○施 設 名 称　対馬市パークゴルフ場（美津島町雞知乙1168-1）
○指定管理期間　平成29年4月1日～平成34年3月31日（5年間）
○申 込 期 限　9月30日（金）17：30まで
　　　　　　　　申請受付は、平日の8：45から17：30です。
※募集内容の詳細等については、下記までお問い合わせください。

「対馬市ファミリーパーク」指定管理者を募集します

問い合わせ 中対馬振興部　地域振興課　☎0920（58）1111

　対馬市では「対馬市ファミリーパーク」の指定管理者となって施設の管理運営をしていただける法
人・その他の団体を募集しています。
○施 設 名 称　対馬市ファミリーパーク（対馬市峰町吉田1120-1ほか）
○指定管理期間　平成29年4月1日～平成34年3月31日（5年間）
○申 込 期 限　9月30日（金）17：30まで
　　　　　　　　申請受付は、平日の8：45から17：30です。
※募集内容の詳細等については、下記までお問い合わせください。

「対馬市厳原自動車教習場」指定管理者を募集します

問い合わせ 総務部　財産管理運用課　☎0920（53）6111

　対馬市では「対馬市厳原自動車教習場」の指定管理者となって施設の管理運営をしていただける法
人・その他の団体を募集しています。
○施 設 名 称　対馬市厳原自動車教習場（厳原町久田425-2）
○指定管理期間　平成29年4月1日～平成34年3月31日（5年間）
○申 込 期 限　9月30日（金）17：30まで
　　　　　　　　申請受付は、平日の8：45から17：30です。
※募集内容の詳細等については、下記までお問い合わせください。

平成29年成人式を開催します

問い合わせ 教育委員会　生涯学習課　☎0920（88）2004

○日　時　平成29年1月3日（火）13：00～14：30
○会　場　シャインドームみね（峰町三根）
○対象者　平成8年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた方

※10月上旬に下記該当者へ案内を送付予定です。
　① 平成28年8月1日時点で対馬市に住民票のある方
　② 市内中学校を卒業された方（市外に住民票のある方を含む）

　※対象者であればどなたでもご参加いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

広報つしま21



2016. 8 22

発行元・お問い合わせ先：博物館建設推進室　☎ ０９２０（５３）６１１１

博
物
館
通
信
第７号

平成２８年８月吉日
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暑さもひと段落？

秋が待ち遠しい

そんな季節ですね。

博物館ってどんな施設になるの？⑤

　対馬市は、平成２７年１１月に長崎県とともに「対馬博物館（仮称）・対

馬歴史研究センター（仮称）整備基本計画」を策定しました。「博物館通信」

第３号より、その内容をご紹介しています。今回は、整備基本計画に掲

載している「対馬博物館（仮称）における展示以外の事業」についてです。

－対馬博物館（仮称）における展示以外の事業について－

対馬博物館（仮称）

対馬歴史研究センター

（仮称）

※対馬市ＨＰにて整備基本計画全文をご覧いただけます。

【次回予告】第８号では、第２章のうち、長崎県立対馬歴史研究センター（仮称）の計画についてご紹介します。

〔博物館における展示以外の事業〕

　博物館では、展示事業に限らず以下の取り組みを展開していきます。市民・県民、研究者、観光客など、より多

くの人が楽しめる博物館を目指して、展示以外の事業でも足を運べるような施設にしていきたいと考えています。

事業の種類 内容

生涯学習支援事業 様々な個人・団体の連携を強め、来館者が参加できる学びの場や発表の機会の創出

調査研究事業
学芸員の調査研究活動、教育委員会による調査研究活動支援、その結果蓄積される成果の

活用、対馬に残されている各種資料の収集・保存活動の推進

地域連携事業 観光イベントや地域イベントに博物館を組み込み、地域との連携の推進

教育機関連携事業 博物館に学校が活用しやすい環境を整え、高等教育機関と連携して対馬の研究の推進

関連施設連携事業 市内の３つの資料館の再整備の推進、市内外の関連施設との連携

情報発信事業 博物館や研究センターに集まる情報を、市民・県民をはじめとする多くの人に発信

総合案内事業 来館者が快適に利用できる施設として、職員による対応やサービスなどを充実

博物館では展示以外にもさまざまな方法で対馬の魅力を伝え、理解を深められる場となるよう整備していきます。

いにしえの対馬の玄関口

（浅茅湾からのぞむ尾崎と水崎）



【相談事例】
　市役所の職員を名乗る男性から電話があり「医療費の過払金がある。2月に還付手続きの案内を送っ
たが、返送されていない。今日が、返金の期限なので、すぐに近くのATMに行って欲しい」と言われた。
この話は信用してよいか。

【消費者へアドバイス】
　電話で「ATMへ行くように」という話が出たら詐欺です。「医療費」や「介護保険料」などの過払い
金があると言い、その還付手続きの為に、ATMへ誘導するものです。市役所などの職員がATMでの還付
金手続きをお願いする事は絶対にありません。この様な電話がかかってきても信用しないでください。

還付金詐欺…「手続きの期限が今日まで」などと急がせ、冷静に考える時間や周りの人に相談する時間
　　　　　　 を与えずに、ATMに誘導し、携帯電話で操作方法を指示して、お金を振り込ませるという
　　　　　　 手口。

要チェック！ 消費者トラブルに巻き込まれる前に

～消費者トラブルに関する事例やアドバイスをご紹介します～

長崎県内で「還付金詐欺」被害が増加しています!!

対馬市役所1階
観光商工課内
☎0920（52）8322

　ATMの操作で還付金を受け取る事はできません。相手にせず、直ぐに電話を切ってくだ
さい。他にも不審な電話や不安な事があれば、すぐに対馬市消費生活相談所もしくは長崎
県消費生活センターや警察に相談してください。

年金コーナー
納付猶予制度の50歳未満への拡大について

○日時　9月7日（水） 13：30～17：00
　場所　美津島行政サービスセンター
　　　　別館会議室

○日時　9月8日（木） 9：00～17：00
　場所　対馬市役所 別館会議室

★年金相談は予約制です。
★予約受付期限 9月2日（金）まで

《長崎北年金事務所の出張年金相談》

予約先 ☎095（861）1387

　平成28年7月1日から、30歳未満を対象とした若年者納付猶予制度の対象年齢が拡大され、50歳未

満を対象とした納付猶予制度となりました。

　ただし、平成28年6月以前の期間は、引き続き30歳未満であった期間が納付猶予制度の対象となり

ます。

　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、納付猶予制度の他にも、免除制度等もありますので、

お近くの国民年金担当窓口へご相談ください。

　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電話・書面・

面談により早期に納めていただくよう案内をおこなっております。

　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督

促を行い、指定された期限までに納付がない場合は、延滞

金が課されるだけではなく、納付義務のある方（※）の財

産を差し押さえることがあります。

　※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を

負う配偶者及び世帯主です。

【問い合わせ】　

　 日本年金機構長崎北年金事務所　☎095（861）1354
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